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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨                         

 

平成 11年に施行された「男女共同参画社会基本法」では、その前文において、男

女が、互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を最重要課題と位

置づけています。少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等、我が国の社会経済情

勢が急速な変化に対応していく上で、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが求められています。 

 

これまで、入善町においては、男女共同参画社会の実現に向け、平成８年の「もっ

と自然に男と女 共につくる推進プラン」に始まり、平成 13年には、「にゅうぜん男女

共同参画プラン」を策定し、様々な施策を展開・推進してきました。 

また、平成 15年には、「入善町男女共同参画推進条例」を制定して、男女共同参画

の推進に関する基本理念や施策の方向性を定めています。 

その後、平成 19年３月に、「にゅうぜん男女共同参画プラン～第３次 入善町男女共

同参画行動計画～」を策定して以降、５年毎に計画を策定し、男女共同参画社会の実

現に向けた各種施策に総合的かつ計画的に取り組んでいるところです。 

 これまでの取組みにより、男女共同参画に関する町民の理解は深まっているものの、

固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消、

あらゆる分野における女性の活躍推進、性的少数者（ＬＧＢＴＱ＋）に関する認識や

性の多様性への理解促進等、解決しなければならない課題は依然として多く残されて

います。 

 

こうした中、本町では、第５次プランの期間終了を受け、前プランを踏襲しつつ、

さらに社会情勢の変化に柔軟に対応し、時代に即した取組みを推進するため「第６次

にゅうぜん男女共同参画プラン」を策定し、「認め合い、支え合い、誰もが輝けるまち」

の実現を目指すものです。 

 

※ＬＧＢＴＱ＋とは 

  ＬＧＢＱは、レズビアン（女性の同性愛者）、ゲイ（男性の同性愛者）、バイセクシュアル

（両性愛者）、トランスジェンダー（心の性と身体の性との不一致）、クイア・クエスチョニ

ング（自らの性のあり方について、特定の枠に属さない人、わからない人）のそれぞれの頭

文字を組み合わせた言葉で、セクシャル・マイノリティ（性的少数者）の総称の一つです。

「＋（プラス）」は、既存のカテゴライズに当てはまらない様々な性のありようが含まれる

という意味が込められています。 
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２ 計画の位置づけ                         

 

 この計画は、「入善町男女共同参画推進条例」第８条に基づく、男女共同参画の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に行うための計画で、「男女共同参画社会基本法」第

14条第３項に規定される「市町村男女共同参画計画」です。 

また、基本目標２「ともに支え合い活躍できる環境づくり」については、「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、「女性活躍推進法」という。）第６条

第２項に基づく「市町村推進計画」として、基本目標３「健康で安心・安全に暮らせ

る社会づくり」における「人権の尊重とあらゆる暴力の根絶」にかかる取り組みにつ

いては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下、「ＤＶ防

止法」という。）第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」として位置づけます。 

 男女共同参画社会の形成は、本町における重要施策の一つであり、施策の推進にあ

たっては、「入善町総合計画」等各種計画との整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
市町村基本計画 

第２条の３ 

３ 市町村（特別区を含む。

以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計

画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する

基本的な計画を定めるよう

努めなければならない。 

〇国の第５次男女共同参画基本計画 

〇県の男女共同参画計画 

〇県の配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する基本計画 

〇入善町特定事業主行動計画 

〇にゅうぜん『まち・ひと・しごと』 

づくり戦略  

〇入善町教育大綱 など 

男女共同参画社会基本法 

 

 

 
市町村男女共同参画計画 

第 14 条 

３ 市町村は、男女共同参

画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案し

て、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策につ

いての基本的な計画を定め

るように努めなければなら

ない。 

ＤＶ防止法 

 

 

 
市町村基本計画 

第２条の３ 

３ 市町村（特別区を含む。

以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計

画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する

基本的な計画を定めるよう

努めなければならない。 

女性活躍推進法 

 

 

 
市町村推進計画 

第６条 

２ 市町村は、基本方針（都

道府県推進計画が定められ

ているときは、基本方針及

び都道府県推進計画）を勘

案して、当該市町村の区域

内における女性の職業生活

における活躍の推進に関す

る施策についての計画を定

めるよう努めるものとす

る。 

入
善
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推
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条
例 

第６次 にゅうぜん男女共同参画プラン 

入善町女性活躍推進計画 

入善町ＤＶ対策基本計画 

整合性 勘案 

個
別
計
画 

第
７
次
入
善
町
総
合
計
画 



3 

 

３ 計画の期間                           

 計画の期間は、令和５年４月から令和 10年３月とします。 

 ただし、社会情勢の変化により男女共同参画をめぐる状況に大きな変化が生じた場

合や計画の進捗状況等に応じて必要な見直しを行います。 
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４ 計画の基本理念                         

 男女共同参画の推進にあたっては、入善町男女共同参画推進条例第３条に掲げられ

た次の６つを基本理念とします。 

 

①男女の人権の尊重 

男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女は平等

であり性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する

機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

 

②男女共同参画の視点に立った意識啓発 

男女共同参画の推進は、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分

担等を反映して、男女の社会における活動の自由な選択を妨げないようにすることを

旨として、行われなければならない。 

 

③政策・方針の立案及び決定への男女共同参画 

 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、町その他の団体にお

ける政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨とし

て、行われなければならない。 

 

④家庭生活における活動と社会における活動の両立 

男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、 

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、家族が相互に配慮することにより職場、学校、地域その他

の社会における活動と両立して行うことができるようにすることを旨として、行われ

なければならない。 

 

⑤男女のお互いの性の尊重と生涯にわたる健康の確保 

男女共同参画の推進は、男女が生涯にわたり健康（身体的、精神的及び社会的に良

好な状態にあることをいう。）であって、それぞれの身体の特徴について互いに理解を

深めることにより、行われなければならない。 

 

⑥国際的協調 

男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることをか

んがみ、国際的協調の下に行われなければならない。 

 

 

 



5 

 

第２章 計画策定の背景 

１ 国際的な動き                          

〇国際連合（国連）は、昭和 50（1975）年を「国際婦人年」と定め、男女平等の推

進、経済・社会・文化への婦人の参加等を目標に世界的な活動を行うこととしま

した。 

〇昭和 54（1979）年の第 34 回国連総会において「女子に対するあらゆる形態の差

別の撤廃に関する条約」が採択されました。 

〇平成 27（2015）年の国連サミットにて採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」では、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）※」が掲げられ、2030年ま

でに世界が直面する課題を解決し、「誰一人取り残さない」持続可能でより良い社

会の実現を目指すことが宣言されました。 

 

 ※持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、世界で広がる貧困・格差・地球環境の危

機を克服し「持続可能な社会・経済・環境」を目指す、世界共通の目標であり、

17の目標（ゴール）と 169のターゲットが設定されています。 

このうち、目標５は、「ジェンダー平等」であり、性別に関わらず、平等に責任

や権利や機会を分かちあい、あらゆる物事を一緒に決めてゆくことを意味して

います。 

「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」の前文では、「人権の実現」、「ジ

ェンダー平等」及び「女性と女児のエンパワーメント」が明記されており、す

べての目標とターゲットの進展において重要な位置づけとなっています。 

 

 

２ 国の動き                             

〇国においては、平成 11（1999）年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を 21 世紀の

最重要課題と位置付けました。また、翌年には「男女共同参画基本計画」が基本

法に基づき策定されています。 

〇平成 13（2001）年には、女性に対する暴力の根絶に向け、「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」という。）が制定され、

その後も施策の実効性を高めるため、改正が重ねられています。 

〇平成 27（2015）年に、自らの意思によって職業生活を営む女性の個性と能力が十

分に発揮されるよう「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立

したほか、令和元（2019）年の改正法では、女性が活躍できる行動計画の策定、

届出、公表が義務付けられる対象が拡大されました。 
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〇平成 29（2017）年には、「働き方改革実行計画」が働き方改革実現会議において

決定され、日本経済再生に向けての最大のチャレンジとして、一人ひとりの意思

や能力、置かれた個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会

の追及が進められています。 

〇平成 30（2018）年には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が

成立し、女性の方針決定の場への積極的な参画のため、取組みが進められていま

す。 

 

 

３ 県の動き                             

〇富山県では、平成 13（2001）年に、「富山県男女共同参画推進条例」を制定し、こ

の条例に基づき「富山県民男女共同参画計画」が策定されました。 

その後、平成 19（2007）年には第２次計画、平成 24（2012）年に第３次計画が策

定され、平成 30（2018）年３月には現行の「富山県民男女共同参画計画（第４次）

～男女がともに輝く 未来とやま～」が策定されました。 

〇平成 18（2006）年に策定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する基本計画（富山県ＤＶ対策基本計画）」については、ＤＶ防止法の改正に伴い、

県においても計画を改正しています。 

〇また、国の動きに連動した様々な計画の整備、企業や市町村への助言・研修の実 

施の他、男女共同参画社会の実現に向けた積極的な施策が進められています。 

 

 

４ 社会情勢の変化                          

〇少子高齢化の急激な進行により生産年齢人口は今後とも減少し続けると予測さ

れており、地域経済や地域コミュニティの減退等さまざまな影響が懸念されてい

ます。 

〇令和２（2020）年からの新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会活動や社会経

済に大きな影響を及ぼし、とりわけ、女性の割合が多いとされる非正規雇用労働

者の雇用状況が悪化したことから、経済的困難に陥るひとり親家庭等の増加も危

惧されています。 

 一方、職場への出勤抑制のため、企業では、テレワークの導入や普及が進み、場

所にとらわれず、時間を有効活用できる新しい働き方の可能性が広がっています。 
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５ 入善町の状況                           

（1）人口の状況                       

 本町の人口推移を国勢調査でみると、平成２（1990）年の 29,625人をピークに、

年々減少しています。令和２（2020）年の最新の国勢調査結果では 23,839人で、

5,786人（約 19.5％）も減少しています。 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（平成 30年３月推計）では、2025年に

は 21,579人、さらに 2040年には 15,919人と予測されています。 

一方、年齢３区分別人口の推移をみると令和 22（2040）年には、65歳以上（老年

人口）が 15～64歳（生産年齢人口）の人数を上回り、今後ますます少子高齢化が加

速すると推計されています。 

 

◆年齢３区分別人口の推移及び予測 

 

出典：2020年までは、総務省「国勢調査」により作成 

2025年以降は、国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来推計人口」 

により作成 
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◆自然動態及び社会動態 

自然動態については、年々出生数と死亡数の差が拡大しています。 

一方、社会動態については、平成 20年以降、転入数が減少傾向にあり、転出数が

転入数を上回る状況が続いています。 

 

出典：「統計にゅうぜん」（2021年）により作成  元データ：人口移動調査（10/1～9/30） 

208人
216人

161人

185人

217人

195人

179人

172人

152人

160人

152人

141人

130人

147人

132人

125人

106人

112人

87人

276人
282人 310人

287人

324人 345人 337人
357人

356人

387人
352人

331人

349人

369人

342人

364人

376人

376人 374人

768人

757人

841人

847人

872人

718人
697人 690人

646人

627人

608人
509人

527人

608人
549人

564人

631人 522人

526人

785人

742人

783人

893人

803人 874人
843人

753人

781人

767人
769人

634人

714人

610人

612人

683人

681人

694人

737人

人

100人

200人

300人

400人

500人

600人

700人

800人

900人

1,000人

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
出生数 死亡数 転入数 転出数



9 

 

（2）家族形態の変化 

世帯の家族類型の割合の推移を見ると、この 20年余りで、単独世帯が大幅に増えて

います。これは、未婚者の増加や高齢化に伴い配偶者と死別したのち単独世帯となる

方が増加したためと推察されます。 

また、核家族世帯が徐々に増えており、１世帯当たりの平均人員も平成 27 年以降

は、３人を切っています。 

 

◆一般世帯の家族類型の割合の推移 

 

出典：入善町のデータは、「統計にゅうぜん」（2021年）により作成 

富山県と、全国のデータは、総務省「国勢調査」により作成 
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◆世帯数と一世帯当たりの平均人員 

 

出典：総務省「国勢調査」により作成 

 

（3）審議会等における女性委員の割合 

本町の審議会等における女性委員の割合は、直近５年間の調査では、全国・富山

県を下回っています。 

 

 

資料：（入善町）入善町教育委員会事務局調べ（各年 3月 31日現在） 

（富山県）女性活躍推進課調べ（～令和 2年 6月 1日現在、令和 3年～4月 1日現在） 

（全国）内閣府「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」（各年 9月 30日現在） 
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27.6%
26.7% 25.4%

26.0%
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35.0%

40.0%

45.0%

H30 R1 R2 R3 R4

入善町 富山県 全国
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（4）ＤＶの現状 

◆本町のＤＶに関する相談受付件数 

 

出典：入善町教育委員会事務局調べ 

 

◆富山県のＤＶの相談件数の推移 

 

出典：富山県女性活躍推進課調べ 

 

◆富山県のＤＶ事案の認知件数の推移 

 

出典：富山県警察本部統計 

  

 ＤＶについては、被害者がその被害を公的機関に相談したり、届け出ることについ

て抵抗感を持つことが多く、潜在化することが多いため、実際はグラフの数値よりも

高い恐れがあります。関係機関と連携しながら、暴力の根絶について総合的な取組み

を行っていく必要があります。 
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６ 入善町の男女共同参画を取り巻く課題               

  

 課題１ 男女共同参画についての意識づくり 

 

  意識調査の結果を見ると、「政治の場」や「社会通念・慣習・しきたり」などに

おいて未だに男性の方が優遇されていると感じている町民が多く、依然として不

平等感が根強いことがうかがえます。また、家事等の分担については、家事や子

育て、介護のいずれも妻が主に分担していると回答した割合が多く、女性に負担

が偏っている状況です。 

男女共同参画社会の実現に向け、障害となっている固定的性別役割分担意識や

これに基づく社会における制度や慣習を見直していかなければなりません。 

今後、幅広い年齢層に男女共同参画の意識や必要性について理解を促すととも

に、情報提供や啓発活動を継続的に行っていくことが必要です。 

 

 

 課題２ あらゆる分野で誰もが活躍できる環境づくり 

 

  働くことは、生活の経済的基盤であり、働きたい人誰もがその個性や能力を十

分に発揮できることは男女共同参画社会の根幹をなすものです。 

意識調査では、女性が働き続けるために必要なこととして、「子どもを預けられ

る環境の整備」や「男性の家事参加への理解・意識改革」、「職場における育児・

介護の両立支援制度の充実」などがあげられています。 

また、政治・経済・地域などでの女性リーダーを増やすときの障害について

は、女性では、「保育・介護・家事などにおける夫などの家族の支援が十分でない

こと」が最も多く、また、男女ともに「女性自身がリーダーになることを希望し

ないこと」と回答した割合が高い結果でした。 

今後、誰もが、職場や地域などで活躍できるよう、多様で柔軟な働き方等を通

じた仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を進めるとともに、子育て

や介護と仕事が両立できる環境を整備していくことが求められています。 

また、方針決定の場へ女性が積極的に参画できるよう、女性自身の意識や行動

の改革を促すとともに、人材の育成や女性が能力を発揮しやすい環境づくりが必

要です。 
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 課題３ 誰もが安心して暮らせる基盤づくり 

 

意識調査において、自身の幸福感を判断する際に重視するものについては、男

女ともに「健康状況」が最も多く、次いで「家計の状況」「家族関係」が多いとい

う結果でした。 

誰もが安心して暮らしていくためには、生涯を通じた健康と、暴力や差別のな

い生活環境を確保するとともに、万が一の災害等にも備えることが重要です。 

また、新型コロナウイルス感染拡大による全国的なＤＶの増加やひとり親家庭

等への経済的打撃などの影響も踏まえ、さまざまな問題を抱える人々が安心して

暮らせるようなきめ細やかな支援体制が必要とされています。 
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第３章 計画の目標と体系 

１ 目指す将来像                          

 この計画を推進することにより、町民一人ひとりがお互いを認め合い、支え合いな

がら、あらゆる分野で個性と能力を十分に発揮し、誰もがいきいきと暮らせるまちの

実現を目指します。 

 

  目指す将来像 

 

 

 

 

 

２ 基本目標                            

  

 

 基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

 

  性別にかかわらず、その個性や能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実

現に向け、性別による固定的役割分担意識や無意識の思い込みの解消を図るとと

もに、男女共同参画についての理解を促進していきます。 

また、多様な性のあり方についての理解を深め、互いに尊重し、認め合う意識

の醸成に努めます。 

 

 

 

基本目標２ ともに支え合い活躍できる環境づくり 

 

  誰もが活躍できる活力ある社会を実現するためには、男女がともに地域や社会

の活動に参画し、多様な価値観や発想を取り入れることが重要です。 

これらを踏まえ、社会における意思決定過程への女性の参画をさらに進めると

ともに女性があらゆる分野で活躍できるよう環境整備に努めます。 

また、誰もがワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現できるよ

う、多様な働き方改革を推進するとともに、仕事と育児・介護の両立支援の充実

を図ります。 

 

 

 

認め合い、支え合い、誰もが輝けるまち 
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基本目標３ 健康で安心・安全に暮らせる社会づくり 

 

  誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、生涯を通じて健康づくりを支援

し、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）やハラスメント等、あらゆる暴力の根

絶を目指すとともに男女共同参画の視点を取り入れた地域の防災・減災・災害復

興対策の取組みを促進します。 

さらに、ひとり親家庭や障害者、外国人等の様々な困難を抱える人々に対し、

実情に応じたきめ細やかな支援を行います。 
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３ 計画の体系                            

 

 

目指す
将来像

基本
目標

具体的施策

①男女共同参画社会実現のための啓発推進

②男女共同参画の視点に立った、制度・慣行の見直し

③若い世代への男女共同参画教育の推進

④男女共同参画に関する調査・研究と改善に向けた取組みの推進

①性の多様性の尊重、知識の普及・啓発

①審議会等における女性の参画拡大 

②女性の役職への登用及び職域拡大

①男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

②ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備

③男性の子育て、介護、地域活動等への参画拡大

④子育て支援の充実

⑤介護支援の充実

①地域における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

①女性の能力の開発・発揮のための支援 

②女性の参画を促す支援

①生涯にわたる包括的な健康支援 

②妊娠・出産等に関する健康支援

①人権尊重の意識と啓発

②あらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり

③相談体制・被害者支援体制の充実、関係機関との連携強化

④様々なハラスメント防止対策の推進

①様々な困難を抱える人への生活、自立支援

②高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備

③男女共同参画の視点に立った地域防災

健
康
で
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る

社
会
づ
く
り

生涯を通じた男女の心と体の健康支援

人権の尊重とあらゆる暴力の根絶
（DV防止法第２条の３第３項に基づく市町村基
本計画）

誰もが安心して暮らせる環境の整備

施策の方向性

認
め
合
い

、
支
え
合
い

、
誰
も
が
輝
け
る
ま
ち

男
女
共
同
参
画
社
会

の
実
現
に
向
け
た

意
識
づ
く
り

男女共同参画社会の意識啓発の推進

性の多様性の尊重と理解の促進

と
も
に
支
え
合
い
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

（
女
性
活
躍
推
進
法
第
６
条
第
２
項

　
　
　
　
　
　
　
　
に
基
づ
く
推
進
計
画

）

政策・方針決定過程における女性の参画推進

働く場における男女共同参画の推進

地域社会における男女共同参画の推進

あらゆる分野における女性の参画拡大
のための人材育成
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第４章 施策の内容 

 

 

（１） 男女共同参画社会の意識啓発の推進 

 

施策の方向性 

〇性別による固定的な役割分担意識や無意識の思い込みに基づく制度や社会 

慣行等を見直すとともに、意識改革を図るための、男女共同参画の視点に

たった効果的な啓発活動や子どもたちへの教育の充実に努めます。 

 

具体的施策 

 主な取組み内容 

【男女共同参画実現のための啓発推進】 

・町の広報誌やホームページなどを活用し、男女共同参画に関する情報を

発信します。 

・男女共同参画フォーラムにおいて、講演会やシンポジウム等を開催し、

男女共同参画社会への理解と意識づくりを推進します。 

・入善町男女共同参画推進員や各種女性団体等による、地域における男女

共同参画の啓発活動を支援します。 

 ・町ホームページへの「にゅうぜん男女共同参画プラン」の掲載やプラン

の概要版の全戸配布を行い、計画の周知に努めます。 

 

【男女共同参画の視点にたった制度・慣行の見直し】 

・性別による固定的役割分担意識や無意識の思い込みの解消やこれらに基

づく社会制度や慣行の見直しに向けた啓発活動に努めます。 

 

【若い世代への男女共同参画教育の推進】 

・学校教育の場において、家庭と連携を図りながら、男女共同参画意識を

育む教育を行います。 

 

【男女共同参画に関する調査・研究と改善に向けた取組みの推進】 

・男女共同参画に関する意識調査・実態調査等を実施し、その結果を分析

するとともに課題の把握に努めます。また、計画や施策の策定にあたっ

ては、調査結果を踏まえ、改善に向けて取組みを進めます。 

 

 

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 
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（２） 性の多様性の尊重と理解の促進 

 

施策の方向性 

〇性的指向や性自認に関する適切な理解促進を図り、多様な性の形を認め、 

誰もが自分らしく生きられるような環境づくりを目指し、人権教育や啓発

活動を推進します。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【性の多様性の尊重、知識の普及・啓発】 

・研修会等の機会を活用し、人権啓発や性的少数者（ＬＧＢＴＱ＋）など

に関する知識の普及、啓発を行うことにより、理解の促進に努めます。 

・性の多様性に関する情報の提供や相談体制の充実に努めます。 

・県のパートナーシップ宣誓制度について、県と連携し、制度の周知に努

めます。 
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（１）政策・方針決定過程における女性の参画推進 

 

施策の方向性 

〇町の政策、方針決定過程への女性の参画を促進するため、女性委員の登用 

拡大に努めるとともに、企画や立案段階から女性の参画が進むよう、人材

の育成に取組みます。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【審議会等における女性の参画拡大】 

・農業委員会をはじめとする執行機関としての委員会や審議会等におい

て、庁内の関係部署が連携し、女性登用を推進します。 

・様々な意見を反映させるため、委員会や審議会等の委員については性別

や年齢にかかわりなく、多様性のある委員の登用を進めます。 

・関係団体に委員の候補者となり得る女性の推薦を働きかける等、連携を

図り、人材の発掘に努めます。 

・委員会や審議会等の役割の重要性や必要性について理解を深める取組み

を行います。 

・委員会や審議会等の女性の登用状況を調査し、女性委員が３割に満たな

い場合には、原因究明と解消に向けた取組みを働きかけます。 

・入善町男女共同参画審議会委員の女性割合は、引き続き「５割」を堅持

します。 

 

【女性の役職への登用及び職域拡大】 

・町女性職員の職域拡大や管理職登用を進めるとともに、女性の能力が十

分に発揮できるよう、研修の充実や参加の促進を図り、人材の育成に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ ともに支え合い活躍できる環境づくり 
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（２）働く場における男女共同参画の推進 

 

施策の方向性 

〇職場における男女の均等な雇用機会と待遇を確保し、意欲と能力のある男女

が活躍できる環境整備を進めるとともに、長時間労働の削減や多様で柔軟

な働き方が選択できるよう、働き方の見直しについて企業に働きかけま

す。また、これまで女性が主に担っていた家事・育児・介護等を男性が参

画しやすいよう意識改革を図っていきます。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【男女の均等な雇用機会と待遇の確保】 

・国や県、行政機関等と連携し、労働関係等の法令や制度についての周

知・啓発・情報提供に努めます。 

・企業の一般事業主行動計画にについて、関係機関と連携し、周知・啓発

活動を促進、策定を促進します。 

 

【ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備】 

・ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、様々な媒体を活用し、町民及

び事業所に対し、情報提供や啓発を行います。 

・働き方改革や女性活躍に積極的に取り組む企業の事例を紹介します。 

 

【男性の子育て、介護、地域活動等への参画拡大】 

・女性だけではなく、男性も積極的に育児・介護休業制度を活用できるよ

う、制度等の周知・啓発に取り組むとともに、男性が子育て、介護、地

域活動等へ参画しやすい環境づくりに努めます。 

 

【子育て支援の充実】 

・多様な保育ニーズに対応し、延長保育や休日保育等サービスの充実に努

めます。 

・小学生児童を対象に放課後、学童保育を行います。 

・にゅうぜん子育てサイト等において子育てに関する情報を提供します。 

・子育て世代包括支援センター等において、子育ての相談や支援を実施し

ます。 

 

【介護支援の充実】 

・介護者の負担軽減のため、介護サービス等の充実を図るとともに、利用

促進のための情報提供に努めます。 
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（３）地域社会における男女共同参画の推進 

 

施策の方向性 

〇男女が共に地域活動に参画していく必要性を啓発するとともに、方針決定の

場への女性の参画を促すための働きかけや情報及び学習機会等の提供を行

います。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【地域における政策・方針決定過程への女性の参画拡大】 

・地域社会は、男女が共に作り上げるという意識を啓発し、町内会・ＰＴ

Ａ・老人クラブ等の地域団体役員への女性の登用や、方針決定過程への

女性の参画について促します。 

・男女共同参画推進友の会等をはじめとする女性関係団体の活動を支援

し、地域活動における女性人材の育成に努めます。 

・男女共同参画フォーラム等を通じ、様々な情報や学習機会を提供します。 
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（４）あらゆる分野における女性の参画拡大のための人材育成 

 

施策の方向性 

〇女性の能力が発揮できる環境づくりや女性の参画意識の向上のため、情報の

提供や学習機会の充実を図り、より広い分野で活躍できる女性人材の育成

に努めます。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【女性の能力の開発・発揮のための支援】 

・関係女性団体やグループに対し、情報提供を行います。 

・女性の社会意識を高める研修会等への積極的な参加を促すとともに、人

材の育成を強化します。 

 

【女性の参画を促す支援】 

・各分野で活躍する女性のロールモデルを紹介し、女性自身の意識改革に

つなげます。 

・リーダーを目指す女性のために各種研修等の情報提供や相談・支援を行

います 

・起業家を目指す女性に対して、経営管理、人材育成等の知識習得のため

の情報提供を行います。 

・育児・介護等でいったん離職した女性の起業や再就職に対し、能力開発

訓練等の情報提供を行います。 
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（１）生涯を通じた心と体の健康支援 

 

施策の方向性 

〇人生 1００年時代を見据え、町民が生涯にわたり健康を保持できるよう、ラ

イフステージや性差に応じた心と体の健康支援を行うとともに、妊娠、出

産等における支援を充実し、安心して子供を産み育てることができる環境

の整備に努めます。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【生涯にわたる包括的な健康支援】 

・様々な媒体を活用し、健康に関する情報を発信します。 

・心と体の健康相談、健康教育及び講座や研修等を実施し、健康保持と増

進に努めます。 

・「減塩いいね！」プロジェクトの普及により、生活習慣病の予防に取組み

ます。 

・特定検診・特定保健指導の推進により、生活習慣病の発症や重症化予防

を図ります。 

・病気の早期発見、早期治療に繋げるため、各種がん検診等の受診促進に

努めます。 

・「食育」を推進し、食について自ら考え、正しく判断し、実践することが

できるよう、講習会等を開催します。 

・男女特有の健康問題についてライフステージに応じた健康保持増進対策

の充実や周知に努めます。 

・男女がお互いの身体的性差を理解し、思いやりをもって生活できるよう、

学校とも連携して段階に応じた性教育等を行います。 

 

【妊娠・出産等に関する健康支援】 

・妊娠、出産、育児に関する正しい知識の普及・啓発を図るため、様々な

媒体を活用し、情報発信を行うとともに、各種教室を開催します。 

・子育て世代包括支援センター等で妊娠前・妊娠期・出産・産後・子育て

期とそれぞれのニーズに合った切れ目のない相談・支援体制を強化しま

す。 

・不妊・不育治療等に関する支援及び情報提供を行います。 

 

基本目標３ 健康で安心・安全に暮らせる社会づくり 
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（２）人権の尊重とあらゆる暴力の根絶 

 

施策の方向性 

〇男女が互いの人権を尊重するよう教育・啓発を強化するとともに、あらゆる 

暴力の根絶をめざし、関係機関と連携して、相談機関の周知や被害者の自

立に向けた支援の充実を図ります。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【人権尊重の意識と啓発】 

・人権に関し、正しい知識の啓発及び意識の向上に向け、法律・制度等の

理解の促進を図るとともに、研修の機会の提供や普及・啓発活動を行い

ます。 

・人権擁護委員と連携し、相談体制の充実に努めます。 

・学校教育を通して、人権を尊重しあう人格形成に努めます。 

 

【あらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり】 

・児童や高齢者、障害のある人等に対する虐待や配偶者等による暴力（Ｄ

Ｖ）の未然の防止と根絶を目指し、国や県と連携し、広報・啓発活動を

行います。 

・ＳＮＳなどを利用した新しい形の暴力に対応するため、警察や学校等と

連携し、実態把握や啓発活動及び相談機関等の周知を行います。 

 

【相談体制・被害者支援体制の充実、関係機関との連携強化】 

・警察や病院等関係機関と連携し、状況に応じた迅速・的確な対応を行い

ます。 

・民生委員・児童委員、人権擁護委員、男女共同参画推進員、学校等と連

携を図り、ＤＶ被害者の早期発見に努めます。 

・庁内の関係部署との連携を促進し、被害者が安心して各種手続きを進め

ることができるような体制づくりを行います。 

・関係各機関と連携し、ＤＶや虐待等の被害者の保護・救済や再発防止に

向けて取組み、自立・支援につなげます。 

 

【様々なハラスメント防止対策の推進】 

・職場や学校や家庭、地域において、各種ハラスメントの防止に向けた講

演会の開催やパンフレットの配布等による周知・啓発を行います。 

・ハラスメントに関する相談機関等の情報提供に努めます。 
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（３）誰もが安心して暮らせる環境の整備 

 

施策の方向性 

〇家族形態が多様化する中で、様々な不安や悩みにより孤独感や孤立感を感 

じないよう、情報提供に努めるとともに、身近で重要な生活の場である地

域社会全体で支え合いのできるまちづくり・環境整備を進めます。 

 

具体的施策 

  主な取組み内容 

【様々な困難を抱える人への生活、自立支援】 

・入学準備金の支給や奨学金制度を周知し、経済的困難を抱える家庭の児

童生徒が安心して学習に取り組める環境づくりに努めます。 

・児童扶養手当・特別児童扶養手当等、子どもの健全育成に向けた資金援

助や医療費助成等の経済的支援を行います。 

・様々な困難を抱える人々へ実情にあった支援を行うとともに、関係機関

と連携しながら、自立して生活ができるよう、各種情報の提供や相談体

制の充実を図ります。 

 

 【高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備】 

・高齢者が培ってきた知識や経験が生かせるよう、シルバー人材センター

の活動等への支援など、多様な就業機会の確保に努めます。 

・趣味の活動、交流の場等などの充実により、高齢者の生きがいづくりを

推進します。 

・認知症やひとり暮らしの高齢者が、社会から孤立することなく、住み慣

れた地域で安心して暮らせるよう、「地域包括ケアシステム」に基づき、

地域の支え合いの仕組みづくりを進めます。 

・障害者が意欲と能力に応じて働くことができるよう、関係機関と連携し

て就労を支援します。 

・外国人が町で円滑に暮らしていくための様々な情報を提供します。 

 

【男女共同参画の視点に立った地域防災】 

・防災会議の女性委員の割合について、国の指標である 30％に向けた取組

みを促進します。 

・女性の自主防災組織への参画を推進し、男女共同参画の視点にたった避

難所運営等の対応ができるよう防災体制の整備に努めます。 

・災害救援に関わる防災士やボランティアコーディネーター等の養成、研

修の情報提供や地域訓練の充実に努めます。 
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第５章 計画の推進 

１ 推進体制                            

本町における推進体制の充実のため、入善町男女共同参画推進条例に基づき、入善

町男女共同参画審議会を設置・開催し、幅広い意見の反映に努めます。 

また、庁内各課・局と連携し、あらゆる分野において男女共同参画の視点に立った

施策の立案に努めるとともに、施策の総合的、計画的かつ効率な推進を図ります。 

 

 

２ 町民、関係団体、事業者との協働                           

本計画の推進は、行政だけの力では困難であり、町民一人一人の意識改革や関係団

体による啓発活動、事業者の積極的な取組みなど、あらゆる場面において、理解と協

力が必要となります。 

本計画を総合的かつ効果的に推進するため、町民、関係団体、事業者等がそれぞれ

の立場で主体的な取組みができるよう環境整備に努めるとともに、協働体制のさらな

る強化に努めます。 

 

 

３ 効果的な進行管理                           

本計画の効果的な進行管理のため、「成果指標」を設定し、定期的に計画の進捗状況

や達成状況を確認します。また、確認の結果を踏まえ、施策内容等を検証するととも

に、必要に応じて見直しを行うことで、計画をより実効性のあるものとしていきます。 
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４ 計画の成果指標                         

 

 

〇基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

指 標 現状値 目標値 

家庭生活において男女の地位

が、「平等である」と感じる人

の割合（％） 

３７.２％ 

（令和４年度） 

４７％ 

（令和９年度） 

社会通念・慣習・しきたりにお

いて男女の地位が、「平等であ

る」と感じる人の割合（％） 

１２.９％ 

（令和４年度） 

２２％ 

（令和９年度） 

 

 

〇基本目標２ ともに支え合い活躍できる環境づくり 

指 標 現状値 目標値 

審議会等委員に占める女性の割

合（％） 
２５.４％ 

（令和４年度） 

４０％以上 

６０％未満 

（令和９年度） 

農業委員における女性委員の割

合（人/人中） 

３人/１８人 

（令和４年度） 

６人/１８人 

（令和９年度） 

 

 

〇基本目標３ 健康で安心・安全に暮らせる社会づくり 

指 標 現状値 目標値 

特定検診の受診率（％） ４８.５％ 

（令和３年度） 

６０％ 

（令和９年度） 

町防災会議の委員における女

性割合（％） 

１４.３％ 

（令和４年度） 

３０％ 

（令和９年度） 

 

 

 

 


